
倉吉市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月27日

倉吉市長 広田 一恭

倉吉市規則第13号

倉吉市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

倉吉市国民健康保険条例施行規則（昭和63年倉吉市規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正

する。

改正後 改正前

附 則 附 則

１～５ 略 １～５ 略

（新型コロナウイルス感染症に関する場合の保険

料の減免の特例）

（新型コロナウイルス感染症に関する場合の保険

料の減免の特例）

６ 第11条の２第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、令和４年度分の保険料のうち、令和４年度の

末期に被保険者の資格を取得したことその他の理

由により、令和５年４月以後に普通徴収の納期限

があるもの（その減免につき同年11月30日までに

申請があったものに限る。）は、次の各号に掲げ

る場合のいずれかに該当したときは、減免の対象

とする。

６ 第11条の２第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、令和３年度分及び令和４年度分の保険料のう

ち、令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

の間に普通徴収の納期限があるもの及び特別徴収

対象年金給付（国民健康保険法施行令（昭和33年

政令第362号。以下「令」という。）第29条の16の

表に規定する特別徴収対象年金給付をいう。）の

支払日があるもの（令和３年度分の保険料にあっ

ては、令和３年度の末期に被保険者の資格を取得

したことその他の理由により、令和４年４月以後

に普通徴収の納期限があるものに限る。以下「特

例減免対象保険料」という。）は、次の各号に掲

げる場合のいずれかに該当したときは、減免の対

象とする。

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

７ 略 ７ 略

８ 第11条の２第１項及び第２項並びに前２項の規

定にかかわらず、附則第６項第２号ア中「10分の

３を乗じて得た額以上」とあるのを「10分の２以

上10分の３未満の範囲内にある値を乗じて得た

額」と読み替えた場合で同項の規定に該当すると

きは、特例減免対象保険料のうち、当該世帯の被

保険者全員につき、保険料の算定の対象となるべ

き月（令和４年４月以降の月に限る。）の数の合

計に900円を乗じて得た額を減免する。この場合に

おいて、別表第１欄の第11条の３第１号の規定に

も該当する場合は、それらの減免を重複して適用

させることができる。

９ 附則第７項の規定にかかわらず、前項前段の規

定により算定される額が、附則第７項の規定によ

り算定される額を上回るときは、当該附則第７項

の規定により算定される額に当該上回った額を加



附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の倉吉市国民健康保険条例施行規則附則第６項及び第８項の規定は、施行日以

後にその納期限が到来する保険料について適用し、施行日前に納期限又は支払日が到来した保険料の減

免については、なお従前の例による。

えた額を附則第７項の規定による減免の額とす

る。

８ 保険料の減免の合計額は、賦課額を超えること

ができない。

10 前２項その他の規定による減免の合計額は、賦

課額を超えることができない。

様式第５号（第９条関係） 様式第５号（第９条関係）

出産育児一時金支給申請書 出産育児一時金支給申請書

略 略

出生

死産

の別

出生児数 人死産児数 人（第 週）

出生

児

氏 名

世帯主との続柄

出生

死産

の別

出生

死産等（第 週）

略 略


